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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶接鋼ブランクを製造するために使用される板を製造するための方法であって、連続し
て、以下の工程：
－　鋼基材（２５、２６）と、前記鋼基材と接触する金属間合金層（１７、１８）から構
成され、アルミニウム金属またはアルミニウム合金またはアルミニウム系合金の層（１９
、２０）で覆われたプレコーティング（１５、１６）とから構成される、少なくとも１つ
のプレコートされた第１の鋼板（１１）および少なくとも１つのプレコートされた第２の
鋼板（１２）を調達する工程であって、前記第１の鋼板（１１）が、主面（１１１）、反
対側の主面（１１２）および少なくとも１つの副面（７１）を含み、前記第２の鋼板（１
２）が、主面（１２１）、反対側の主面（１２２）および少なくとも１つの副面（７２）
を含むものである工程、次いで
－　前記第１の鋼板（１１）および前記第２の鋼板（１２）が位置決めされ、互いに対向
する前記副面（７１、７２）の間に０．０４ｍｍよりも大きく、２ｍｍとの間のギャップ
（３１）を残し、前記第１の鋼板（１１）および前記第２の鋼板（１２）の位置決めによ
り、前記第１の鋼板（１１）の主面および前記第２の鋼板（１２）の主面に垂直な正中面
（５１）を画定する工程、次いで
－　前記主面（１１１、１２１）に対して同時に、溶融および気化により、前記アルミニ
ウム金属またはアルミニウム合金またはアルミニウム系合金の層（１９）が前記鋼板（１
１）の周囲領域（６１）において除去され、且つ前記アルミニウム金属またはアルミニウ
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ム合金またはアルミニウム系合金の層（２０）が前記鋼板（１２）の周囲領域（６２）に
おいて除去される工程であって、前記周囲領域（６１、６２）が、前記正中面の両側に配
置された、前記正中面（５１）に対して最も近い前記主面（１１１、１２１）の領域であ
る工程
を含む方法。
【請求項２】
　前記溶融および気化による同時除去が、前記正中面（５１）に亘るレーザービームによ
って行われる請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記周囲領域（６１）の幅と、前記周囲領域（６２）の幅とが、０．２５から２．５ｍ
ｍの間である請求項１または２のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項４】
　前記周囲領域（６１）の幅と、前記周囲領域（６２）の幅とが等しい請求項１から３の
いずれか一項に記載の製造方法。
【請求項５】
　前記周囲領域（６１）の幅と、前記周囲領域（６２）の幅とが異なる請求項１から３の
いずれか一項に記載の製造方法。
【請求項６】
　前記溶融および気化による除去が、前記主面（１１１、１２１）と、前記主面（１１２
、１２２）との上で同時に行われる請求項１から５のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項７】
　前記アルミニウム金属またはアルミニウム合金またはアルミニウム系合金のそれぞれの
層（１９、２０）が、少なくとも１つの前記第１の鋼板（１１）および第２の鋼板（１２
）のそれぞれの前記周囲領域（６１、６２）から除去され、金属間合金のそれぞれの層（
１７、１８）が原位置に残される請求項１から６のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項８】
　前記基材（２５、２６）が、異なる組成の鋼を有する請求項１から７のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項９】
　前記プレコーティング（１５、１６）が、異なる厚さを有する請求項１から８のいずれ
か一項に記載の製造方法。
【請求項１０】
　前記プレコーティング（１５、１６）のアルミニウム金属またはアルミニウム合金また
はアルミニウム系合金の層（１９、２０）が、重量で表される割合で、８から１１％の間
のケイ素、２から４％の間の鉄を含み、組成の残部はアルミニウムおよび不可避的不純物
から構成される請求項１から９のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項１１】
　前記ギャップ（３１）が、０．０６ｍｍより大きい請求項１から１０のいずれか一項に
記載の製造方法。
【請求項１２】
　溶接ブランクの製造方法であって、請求項１から１１のいずれか一項に記載の方法によ
って製造された、少なくとも１つの第１の鋼板（１１）および少なくとも１つの第２の鋼
板（１２）が調達され、前記少なくとも１つの第１の鋼板（１１）および前記少なくとも
１つの第２の鋼板（１２）の溶接操作が、前記少なくとも１つの第１の鋼板（１１）およ
び前記少なくとも１つの第２の鋼板（１２）上での溶融および気化による除去操作後の１
分未満に、正中面（５１）によって画定される面に沿って、溶融および気化による除去領
域内で行われる、方法。
【請求項１３】
　前記溶接操作が、少なくとも１つのレーザービーム（９５）によって行われる請求項１
２に記載の製造方法。



(3) JP 6607868 B2 2019.11.20

10

20

30

40

50

【請求項１４】
　前記溶接操作が、一方が主面（１１１、１２１）の側面の溶接を行い、他方が反対側の
主面（１１２、１２２）の側面の溶接を行う、２つのレーザービームにより同時に行われ
る請求項１２または１３に記載の製造方法。
【請求項１５】
　前記溶融および気化による除去が、レーザービーム（８０）によって行われ、前記除去
および溶接操作を可能にする装置は、機器の単一の要素として組み合わされ、その変位の
相対速度が、前記少なくとも１つの第１の鋼板（１１）の変位の相対速度および前記少な
くとも１つの第２の鋼板（１２）の変位の相対速度に対して同じである請求項１２から１
４のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項１６】
　前記溶接操作が、少なくとも１つのレーザービーム（９５）および少なくとも１つの溶
接棒（８２）を同時に用いて行われる請求項１３から１５のいずれか一項に記載の製造方
法。
【請求項１７】
　前記除去工程が、前記正中面（５１）を探知する装置によって案内され、ある時点ｔに
おける前記正中面（５１）の位置を画定する座標（ｘ－ｙ）が、コンピュータ手段によっ
て記録され、および続いて行われる溶接操作を案内するために使用される請求項１３から
１６のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項１８】
　前記除去工程が、前記正中面（５１）を探知する第１の装置によって案内され、前記溶
接が、前記正中面を探知し、且つ第１の装置とは分離された第２の装置を使用して案内さ
れる請求項１２から１５のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項１９】
　前記鋼板（１１、１２）が、溶融および気化による除去操作中にクランプ装置（９８）
によってクランプされ、当該クランプが、前記溶接操作までおよび少なくとも溶接操作中
、この装置（９８）によって一定に維持される請求項１２から１８のいずれか一項に記載
の製造方法。
【請求項２０】
　溶接ブランクを創生するためのプレス硬化された部品を製造するための方法であって、
連続して、以下の工程：
－　請求項１２から１９のいずれか一項に記載のように製造された少なくとも１つの溶接
ブランクを調達する工程、次いで
－　前記少なくとも１つの溶接ブランクが加熱されて、前記鋼基材（２５、２６）とプレ
コーティング（１５、１６）との間で合金化することによって金属間合金化合物を生成さ
せ、前記基材（２５、２６）上に部分的にまたは完全にオーステナイト組織を与える工程
、次いで
－　前記少なくとも１つの溶接ブランクが熱間成形され、部品を得る工程、次いで
－　前記部品が、基材（２５、２６）内に少なくとも部分的にマルテンサイトまたはベイ
ナイトを形成するのに十分な速度で冷却され、これによりプレス硬化を得る工程
を含む、方法。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの溶接ブランクの熱間成形が、ホットスタンピング操作によって行
われる請求項２０に記載の製造方法。
【請求項２２】
　車両、自動車において構造部品、侵入防止部品または衝撃吸収部品を製造するための、
請求項２０または２１に記載のように製造された鋼部品の使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、溶接されることを意図されるアルミニウムめっき鋼板の製造方法に主に関す
る。
【０００２】
　本発明はさらに、上述したアルミニウムめっき鋼板からの溶接ブランクの製造方法に関
する。
【０００３】
　本発明はさらに、自動車車両の構造または安全部品として使用される、上記の溶接ブラ
ンクからのプレス硬化部品の製造方法に主に関する。
【背景技術】
【０００４】
　溶接鋼部品は、異なる組成および／または厚さを有し、連続的に突き合わせ溶接される
鋼ブランクから製造することができることが知られている。製作の１つの既知の方法では
、これらの溶接ブランクは、例えば、コールドスタンピングによって冷間加工される。第
２の既知の製造方法によれば、これらの溶接ブランクは、鋼のオーステナイト化が可能に
なる温度に加熱され、続いて成形型で熱成形され、急速冷却される。本発明は、製造のこ
の第２のモードに関する。
【０００５】
　鋼の組成は、加熱および熱間成形工程を実施し、最終的な溶接部品に高い機械的強度、
高い衝撃強度ならびに腐食に対し良好な耐性を付与することを可能にするように選択され
る。衝撃を吸収するそれらの能力のおかげで、この種の鋼部品は、特に自動車産業におけ
る、より具体的には侵入防止部品、構造部品または自動車車両の安全性に貢献する部品の
製造のための用途を有する。
【０００６】
　上記の用途に必要な特性を示す鋼のうち、刊行物ＥＰ９７１０４４号に記載されている
被覆鋼板は、特にアルミニウム合金またはアルミニウム系合金のプレコーティングを含む
。板は、アルミニウムの他に、制御された量のケイ素および鉄を有する浴中で、例えば、
溶融鍍金によって、被覆される。熱間成形および冷却後に、主にマルテンサイト微細構造
を得ることができ、その機械的引張強度は１５００ＭＰａを超えることができる。
【０００７】
　溶接された鋼部品の製造のための既知の方法は、刊行物ＥＰ９７１０４４号に記載され
ているような少なくとも２つの鋼板を調達することを含み、溶接ブランクを得るためにこ
れらを突き合わせ溶接し、この溶接ブランクを場合により切断し、次いで加熱成形操作を
実施するまえに、例えば、ホットスタンピングによって溶接ブランクを加熱し、鋼部品に
その用途に必要な形態を付与する。
【０００８】
　１つの既知の溶接技術はレーザービーム溶接である。この技術は、シーム溶接またはア
ーク溶接等の他の溶接技術と比べて、柔軟性、品質および生産性の点で利点を有する。し
かし、溶融工程を含む組立方法において、金属合金層によって覆われた鋼基材と接触する
金属間合金の層から構成されるアルミニウム系プレコーティングが、溶接操作中に液化し
、この溶接操作後に固化する領域である溶融領域内で鋼基材によって溶接操作中に希釈さ
れ、２つの板の間に結合を形成する。
【０００９】
　次に２つの現象が発生する可能性がある。
－　第１の現象は、この領域内のプレコーティングの部分の希釈に起因する溶融金属中の
アルミニウム含有率の増加によって、金属間化合物の形成がもたらされることである。機
械的応力が加えられたとき、これらの化合物はクラックの開始のための部位となり得る。
－　第２の現象は、溶融領域の固溶体中のアルファ生成元素であるアルミニウムによって
、ホットスタンピングの前の加熱工程の間にこの領域のオーステナイトへの転換が遅れる
ことである。従って、加熱成形に続く冷却の後の溶融領域に完全な焼き戻し構造を得るこ
とができなくなり、溶接継手はフェライトを含む。その結果、溶融領域は、２つの隣接す
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る板よりも低い硬さおよび機械的引張強度を有する。
【００１０】
　上述した第１の現象を防止するために、刊行物ＥＰ２００７５４５号は、溶接操作を受
ける板の周囲上の金属合金の表面層を除去し、金属間合金層を残すことを含む方法を記載
する。この除去は、ブラッシング、機械加工またはレーザービームの照射により行うこと
ができる。後者の場合には、除去領域の幅は、基準点として板のエッジを使用して、特定
の幅のレーザービームの長手方向の移動によって、またはこの幅よりも小さいレーザービ
ームの発振によっても画定される。金属間合金層は、充分な耐腐食性を保証するために、
および成形操作に先立つ熱処理時の脱炭および酸化の現象を防止するために保持される。
【００１１】
　上記の第２の現象を防止するために、刊行物ＷＯ２０１３０１４５１２号は、上述の金
属層の除去に加えて、溶接前の板の切断エッジ上に存在するアルミニウム（その存在は切
断操作に起因し得る）を除去し、特定の割合で溶融領域の炭素含有率を増加させるために
充填剤金属線で溶接継手を作成することを含む。
【００１２】
　上記参照刊行物に記載された方法では、金属合金の層の除去が、レーザービームによる
除去のような溶融をはじめとする現象の結果である場合、板の切断エッジ（副面とも呼ば
れる）上を流れたアルミニウムの多かれ少なかれかなりの量が存在する。後続の溶接によ
って溶融領域での希釈によるこのアルミニウムの取り込みがもたらされ、溶接継手の機械
的強度および／または靭性が母材金属のものよりも小さい溶接継手がもたらされる。
【００１３】
　加工、スレーピング（ｓｒａｐｉｎｇ）またはパルスレーザーによるアブレーションに
よって切断エッジ上を流れたアルミニウムを除去するための異なる方法は、ダイまたはビ
ームに対してブランクを配置する難しさ、除去が機械的手段によって行われる場合工具の
急速な摩耗、または切断エッジに対するレーザーブレーションの場合準備された面上での
アルミニウムの潜在的な飛散のために、実施するのが難しい。
【００１４】
　また、板の周囲のアルミニウム金属層を除去した後、下層の材料はより光沢のない、よ
り暗い外観を有する。レーザー溶接は、組み立てられる板によって形成される継手の平面
に対してビームを非常に正確に位置決めすることを必要とすることが知られている。ビー
ムのこの位置決めおよび案内、または「シームトラッキング」は、反射光ビームの、溶接
継手に直角方向の変化を検出することができるセンサによって慣習的に制御され、それに
より継手平面はかなりより暗く見える。しかし、金属層が周囲から除去された２つの板の
溶接前の左右交互の配置は嵌合面のレベルでのコントラストのわずかな変化のみをもたら
し、これは検出することが困難であり、その結果、レーザービームの案内は著しく劣った
精度で制御される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】欧州特許第９７１０４４号明細書
【特許文献２】欧州特許第２００７５４５号明細書
【特許文献３】国際公開第２０１３／０１４５１２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　従って、上述の欠点を有さないアルミニウムでプレコートされた板の周囲領域を製造す
るための方法を開発することが望ましい。
【００１７】
　溶融および気化により除去した後、副面を流れたアルミニウムまたはアルミニウム合金
を洗浄する高価で時間のかかる複雑な操作を排除することができる経済的な製造方法を有
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することが望ましい。
【００１８】
　アルミニウムまたはアルミニウム合金でプレコートされた板から製造された溶接継手に
おいて０．３％未満のアルミニウム含有率を保証する製造方法を有することも望ましい。
【００１９】
　金属層が周囲上で除去された、アルミニウムまたはアルミニウム合金でプレコートされ
た板の溶接時にシームトラッキングビームの精度を向上させる方法を有することも望まし
い。
【００２０】
　本発明の目的は上記課題を解決することである。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　この目的のために、本発明の目的は、連続して、以下の工程：
－　鋼基材２５、２６と、鋼基材と接触する金属間合金層１７、１８から構成され、アル
ミニウム金属またはアルミニウム合金またはアルミニウム系合金の層１９、２０で覆われ
たプレコーティング１５、１６とから構成される、少なくとも１つのプレコートされた第
１の鋼板１１および少なくとも１つのプレコートされた第２の鋼板１２を調達する工程で
あって、第１の板１１は主面１１１、反対側の主面１１２および少なくとも１つの副面７
１を含み、第２の板１２は主面１２１、反対側の主面１２２および少なくとも１つの副面
７２を含む、工程、次いで
－　第１の板１１および第２の板１２が位置決めされ、互いに対向する副面７１および７
２の間に０．０２から２ｍｍの間のギャップ３１を残し、第１の板１１および第２の板１
２の位置決めにより、第１の板１１の主面および第２の板１２の主面に垂直な正中面５１
を画定する工程、次いで
－　主面１１１および１２１に対し同時に、溶融および気化により、金属合金の層１９が
板１１の周囲領域６１において除去され、金属合金の層２０が板１２の周囲領域６２にお
いて除去される工程であって、周囲領域６１および６２は、正中面の両側に配置された、
正中面５１に対して最も近い主面１１１および１２１の領域である工程
を含む、溶接鋼ブランクを製造するための板を製造するための方法である。
【００２２】
　好ましくは、溶融および気化による同時除去はこの正中面５１を亘るレーザービームに
よって行われる。
【００２３】
　周囲領域６１の幅と、周囲領域６２の幅とは、０．２５から２．５ｍｍの間であること
が好ましい。
【００２４】
　１つの特定のモードでは、周囲領域６１の幅と、周囲領域６２の幅とは等しい。
【００２５】
　別のモードでは、周囲領域６１の幅と、周囲領域６２の幅とは異なる。
【００２６】
　好ましくは、溶融および気化による除去は主面１１１、１２１と、１１２、１２２との
上で同時に起こる。
【００２７】
　１つの特定のモードでは、金属合金層１９、２０は、第１の鋼板１１および第２の鋼板
１２のそれぞれの周囲領域６１、６２から除去されて、所定の位置にそれぞれの金属間合
金層１７、１８を残す。
【００２８】
　本発明の１つのモードでは、基材２５、２６は異なる鋼組成を有する。
【００２９】
　１つの特定のモードでは、プレコーティング１５、１６は異なる厚さを有する。
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【００３０】
　有利には、プレコーティング１５、１６の金属合金層１９、２０は、重量で表される濃
度で、８から１１％の間のケイ素、２から４％の間の鉄を含み、組成の残部はアルミニウ
ムおよび不可避的不純物である。
【００３１】
　副面７１および７２の間のギャップ３１は、有利には、０．０４ｍｍより大きく、非常
に有利には０．０６ｍｍより大きい。
【００３２】
　本発明のさらなる目的は、請求項１から１０のいずれか一項に従った方法によって調製
された、少なくとも第１の板１１および第２の板１２が調達され、第１の板１１および第
２の板１２の溶接操作は、第１の板１１および第２の板１２上の溶融および気化による除
去操作後の１分未満に、前記正中面によって画定された面に沿って、溶融および気化によ
る除去領域内で行われることを特徴とする溶接ブランクの製造方法である。
【００３３】
　好ましくは、溶接操作は、少なくとも１つのレーザービーム９５によって行われる。
【００３４】
　好ましくは、溶接操作は、１方が主面１１１および１２１の側面の溶接を行い、他方が
反対側の主面１１２および１２２の側面の溶接を行う、２つのレーザービームにより同時
に行われる。
【００３５】
　溶融および気化による除去は、有利には、レーザービーム８０によって同時に行われ、
除去および溶接操作を実施することを可能にする装置は、機器の単一の要素として組み合
わされ、第１の板１１および第２の板１２に関するその変位の相対速度は同じである。
【００３６】
　好ましくは、溶接操作は、少なくとも１つのレーザービーム９５および溶接棒８２を同
時に用いて行われる。
【００３７】
　１つの特定のモードでは、除去工程は正中面５１を探知する装置によって案内され、時
点ｔにおける面５１の位置を画定する座標（ｘ－ｙ）はコンピュータ手段によって記録さ
れ、および続いて行われる溶接操作を案内するために使用される。
【００３８】
　本発明の１つのモードでは、除去工程は正中面５１を探知する第１の装置によって案内
され、溶接は、正中面を探知し、且つ第１の装置から分離された第２の装置によって案内
される。
【００３９】
　本発明のさらなるモードでは、板１１および１２は、溶融および気化による除去操作中
にクランプ装置９８によってクランプされ、クランプは、溶接操作までおよび少なくとも
溶接操作中、装置９８により一定に維持される。
【００４０】
　本発明のさらなる目的は、連続して、以下の工程：
－　上述の方法のいずれかに従って製造された少なくとも１つの溶接ブランクを調達する
工程、次いで
－　溶接ブランクが加熱され、基材２５、２６上に部分的にまたは完全にオーステナイト
組織を与えるような様式で、鋼基材２５、２６とプレコーティング１５、１６との間で合
金化することによって金属間合金化合物を形成する工程、次いで
－　溶接ブランクは熱間成形され、部品を得る工程、次いで
－　部品は、基材２５、２６内に少なくとも部分的にマルテンサイトまたはベイナイトを
形成するのに十分な速度で冷却され、これによりプレス硬化を達成する工程
を含む、溶接ブランクからプレス硬化された部品を製造するための方法である。
【００４１】
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　好ましくは、溶接ブランクの熱間成形はホットスタンピング操作によって行われる。
【００４２】
　本発明のさらなる目的は、鋼基材２５、２６と、鋼基材と接触する金属間合金層１７、
１８から構成され、アルミニウム金属、アルミニウム合金またはアルミニウム系合金の層
１９、２０で覆われたプレコーティング１５、１６とから構成された少なくとも１つの第
１のプレコートされた鋼板１１および少なくとも１つの第２のプレコートされた鋼板１２
を組み立てることによって構成された溶接ブランクであって、第１の板１１は主面１１１
および反対側の主面１１２を有し、第２の板１２は主面１２１および反対側の主面１２２
を有し、金属合金層１９は板１１の周囲領域において溶融および気化によって除去され、
金属合金層２０は板１２の周囲領域６２において除去され、溶接ブランクは、第１の板１
１および第２の板１２の主面に垂直な正中面５１および正中面５１に垂直な断面５２ａ、
５２ｂ．．．５２ｎを画定する少なくとも１つの溶接継手５２を有し、周囲領域６１およ
び６２におけるプレコーティングの溶融および気化後の固化によって生じる層１７および
１８の形態学的特性は、正中面５１の両側の断面５２ａ、５２ｂ．．．５２ｎにおいて同
一であることを特徴とする溶接ブランクである。
【００４３】
　周囲領域６１および６２の幅の合計は、好ましくは、溶接継手に沿って１０％未満変化
する。
【００４４】
　好ましくは、プレコーティング１５、１６の金属合金の層１９、２０は、重量で表され
た濃度で、８から１１％の間のケイ素および２から４％の鉄を含み、組成の残部はアルミ
ニウムおよび不可避的不純物で構成される。
【００４５】
　本発明のさらなる目的は以下：
－　アルミニウム、アルミニウム合金またはアルミニウム系合金でプレコートされた、少
なくとも１つの第１の鋼板１１および少なくとも１つの第２の鋼板１２を供給する装置９
１、
－　板１１と１２との間で正中面５１を得るための板用位置決め装置９２、
－　板用クランプ装置９８、
－　第１の板１１および第２の板１２の周囲領域６１、６２において同時に、溶融および
気化によってアルミニウム金属、アルミニウム合金またはアルミニウム系合金の層を除去
するための、レーザービーム８０を発生させることができる少なくとも１つの供給源、
－　正中面５１に対してレーザービーム８０を位置決めすることができる少なくとも１つ
の案内装置９４、
－　溶接継手を得るために、アルミニウム金属層６１、６２が除去された領域における板
１１および１２の溶接のためのレーザービーム９５を発生させることができる少なくとも
１つの供給源、
－　レーザービーム８０および９５に対して板１１および１２の相対変位を得ることがで
きる少なくとも１つの装置を含み、
－　レーザービーム８０および９５は、正中面５１を基準とした単一の線上に互いに一定
の距離６４で配置される
溶接ブランクを製造するための装置である。
【００４６】
　好ましくは、レーザービーム８０および９５の間の距離６４は、０．５ｍｍから２ｍの
間である。距離６４は、有利には６００ｍｍ未満である。１つの特定のモードでは、距離
６４は５ｍｍ未満である。
【００４７】
　１つの有利なモードでは、レーザービーム８０はアブレーションヘッドから放射され、
ビーム９５は溶接ヘッドから放射され、これらのヘッドはレーザービーム８０および９５
に共通の焦点調節装置を有する小型の要素を形成する。
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【００４８】
　有利には、案内装置９４は正中面５１を基準としてレーザービーム９５を位置決めする
こともできる。
【００４９】
　１つの特定のモードでは、装置はさらに、上記の溶接継手の構築のための溶接棒装置８
２を含む。
【００５０】
　装置は、有利には、ビーム９５が作動する面とは反対側の面上で溶接を行うことができ
るレーザービームをさらに含む。
【００５１】
　本発明のさらなる目的は、車両、特に自動車において構造部品、侵入防止または衝撃吸
収部品を製造するための上記の特徴に係るプレス硬化部品の使用である。
【００５２】
　本発明の他の特徴および利点は、例として提示され、添付の下記の図面を参照する以下
の説明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】周囲が従来の方法に従って調製された、溶接される、アルミニウムでプレコート
された板の顕微鏡写真の断面を示す。
【図２】周囲から金属層を同時に除去するための本発明による処理後の端から端まで配置
された２つの金属板を示す模式図である。
【図３】金属プレコーティング層が同時の周囲アブレーションによって除去された、端か
ら端まで配置された２つの金属板の間の位置決めギャップの、これらの板の副面に沿った
プレコーティングの流れに対する影響を示す。
【図４】本発明の１つの優先的な実施形態の概略図である。
【図５】本発明による好ましい装置を示す図である。
【図６ａ】図６ａは、本発明に従って構成されたレーザー溶接継手の立面図である。
【図６ｂ】顕微鏡写真６ｂは溶接継手の両側に対称的に配置された、アブレーションが行
われた２つの領域の表面を詳しく示す。
【図６ｃ】顕微鏡写真６ｃは溶接継手の両側に対称的に配置された、アブレーションが行
われた２つの領域の表面を詳しく示す。
【図７ａ】図７ａは金属コーティングでプレコートされた溶接ブランクの製造のための従
来の方法の工程の概略図である。
【図７ｂ】比較のため、図７ｂは金属コーティングでプレコートされた溶接ブランクの製
造のための本発明による方法を示す。
【００５４】
　図はお互いの間で異なる要素の相対的な寸法を再現することを意図するものではなく、
本発明の異なる構成部分の説明を容易にすることのみを意図していることに留意されたい
。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
　従来技術の方法では、金属合金層の除去が溶融の結果である場合、副面上を流れるアル
ミニウムの多かれ少なかれかなりの量が存在する。この状況は図１に示され、図１は表面
の金属合金層がレーザービームを用いる溶融および気化により除去されたアルミニウム合
金でプレコートされた厚さ１ｍｍの鋼板の顕微鏡写真の断面を示す。図１は従って、２５
μｍ厚さのアルミニウムのプレコーティング２を有する鋼基材１を示す。板の２つの主面
の一方のみが原寸図に示される。板の１つの主面の周囲上で、金属アルミニウム層を除去
し、金属間層を所定の位置に残し、それによりアブレーション領域３を作成するためにパ
ルスレーザービームが使用された。レーザービームによって生成された蒸気圧またはプラ
ズマのために、液体アルミニウムが領域３の周囲まで駆逐され、それによってアルミニウ
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ム蓄積領域５が作り出される。このアブレーション操作は副面上のアルミニウム層の一部
の流れ４も作り出し、その長さは約０．４ｍｍに達し得る。完全に気化される、有機コー
ティングに対するレーザービームの影響の場合に起こることとは逆に、金属コーティング
へのレーザービームの影響は、気化によるその完全な消失をもたらすのではなく、部分的
な気化および溶融をもたらす。
【００５６】
　本発明者らは、副面に沿う流れのこの現象は以下の方法で防止することができることを
示した。図２に示すように、同じ厚さまたは異なる厚さとすることができる、プレコート
鋼の少なくとも２つの板１１および１２が調達される。図２は第１の代替案を示す。この
段階では、板１１および１２は必ずしも矩形ではなく、その輪郭の形状は、その後の成形
操作によって達成される、作製されるべき最終部品の形状に関連する。ここでは用語「板
」は広い意味で使用され、ストリップ、コイルまたは板から切断して得られる任意の物体
を意味する。
【００５７】
　これらの板は、所望の厚さに応じて、特に熱間延板または冷間圧延板の形とすることが
できる鋼基材２５および２６から構成される。基材の組成は、最終部品に対する機械的特
性の所望の分布に依存して、同一でも異なってもよい。これらの鋼は、オーステナイト化
処理後にマルテンサイトまたはベイナイト焼入れを受けることができる熱処理可能な鋼で
ある。板の厚さは好ましくは約０．５から４ｍｍの間であり、これは自動車産業用の構造
または補強部品の製造に特に使用される厚さの範囲である。
【００５８】
　板１１および１２は、それぞれ、主面１１１、１１２および１２１、１２２を含む。こ
れらの面の各々の表面にはプレコーティング１５および１６があり、その厚さおよび組成
は板１および２において同じまたは異なることができる。これらのプレコーティング１５
および１６は両方ともアルミニウムめっき浴に浸漬することによって得られる。
【００５９】
　プレコーティング１５自体は以下から構成される。
－　基材２５と接触する金属間合金の層１７。これは、アルミニウムめっき浴に板を連続
的に通す間に基板２５とアルミニウムめっき浴の溶融金属との反応によって形成されるタ
イプＦｅｘＡｌｙの合金層である。この層は、典型的には３から１０μｍの厚さを有する
。アルミニウムめっき浴は、アルミニウム、またはアルミニウムが５０％よりも大きい重
量パーセントで存在するアルミニウム合金、またはアルミニウム系合金の浴である。この
後者の場合には、アルミニウムは合金の主成分である。
－　その組成は、実質的にアルミニウム、アルミニウム合金またはアルミニウム系合金の
浴の組成と同じである金属合金層１９。
【００６０】
　同様に、板１２において、プレコーティング１６は、基材２６と接触する金属間合金層
および表面の金属層によって構成される。
【００６１】
　好ましくは、プレコーティングの金属合金１９、２０は、８から１１重量％のケイ素お
よび２から４％の鉄を含有することができ、組成の残部はアルミニウムおよび不可避的不
純物から構成される。ケイ素の添加により、特に、金属間層１７の厚さを低減することで
きる。
【００６２】
　２つの板１１および１２はそれらの主面１１１および１１２が同一面ないにあるように
位置決めすることができる。この方式では、これらの２つの板上に同時に配置されたレー
ザービームはそれらと同一に相互作用する。しかし、２つの板１１および１２は必ずしも
同一平面内に位置決めされないこともでき、即ち、レーザービームの焦点は、同一のプレ
コーティングを有する２つの板の表面に関して同じレベルに正確に位置決めされない。こ
の状況は、例えば、２つの板１１および１２の間に厚さの違いがある場合に、遭遇するこ
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とができる。この場合であっても、本発明者は、本発明に従った方法が使用される場合、
望ましい結果、特に副面に沿ったプレコーティングの流れがないこと、が得られることを
確認した。
【００６３】
　２つの板１１および１２は、端から端までのその副面７１および７２によって配置する
ように位置決めされる。従って、この位置決めは、その主面に垂直な、板１１および１２
の間の正中面５１、ならびに板間のギャップ３１を画定する。
【００６４】
　本発明によれば、次に、それぞれの金属合金層１９および２９は、板１１の周囲部６１
および板１２の周囲部６２上において、溶融および気化を含む方法によって、同時に除去
される。一般に、この除去の大部分は溶融現象によるものである。これは、層１９および
２０が純粋に気化によって除去される方法を除外する。この除去はアブレーションとも呼
ばれ、好ましくは、パルスレーザービームによって行われる。プレコーティングに対する
高出力、高エネルギー密度のレーザーの影響は、プレコーティングの表面の液化および気
化を引き起こす。プラズマ圧のために、液化されたプレコーティングは、アブレーション
が行われている領域の周囲に向けて駆逐される。適切なパラメータを有する短いレーザー
パルスの連続により、金属層１９および２０のアブレーションがもたらされ、金属間合金
層１７および１８を所定の位置に残す。しかし、完成した部品に所望される耐腐食性の程
度に応じて、金属間層１７および１８の多かれ少なかれ大部分、例えば、この層の５０％
超過を除去することも可能である。従って、これらの板を基準とした相対的な移動におい
て、プレコートされた板の周囲６１および６２に向けられたプルスレーザービームの相互
作用によって、金属層１９および２０の除去がもたらされる。
【００６５】
　アブレーションは、板１１および１２上で同時に行われ、即ち、溶融および気化の手段
が互いに対向する周囲領域６１および６２に同時に適用される。特に、アブレーションが
レーザービームを使用して行われる場合は、レーザービームが正中面５１に亘る領域６１
および６２に影響を与える。１つの好適なモードでは、矩形形状を有するパルスレーザー
ビームが用いられる。より小さなレーザービームを使用することもでき、これは、それが
処理される幅を覆うように振動するように行われる。この方法はまた、それぞれが正中面
５１に亘る２つの矩形の副ビームに分割された主ビームを使用することによって行うこと
もできる。これら２つの副ビームは面５１を基準に対称的に位置決めすることができ、ま
たは溶接方向において互いに対し長手方向にオフセットさせることもできる。これら２つ
の副ビームは同一または異なるサイズとすることができる。
【００６６】
　これらの異なる同時アブレーションモードでは、レーザービームの影響による溶融から
生じるアルミニウムは、重力およびビームによって発生したプラズマ圧力の影響下で副面
７１および７２上を流れることが予期されるであろう。
【００６７】
　驚くべきことに、本発明者らは、ギャップ３１が０．０２から２ｍｍの間である場合、
副面７１および７２はアルミニウムの流れを受けないことを示した。理論によって拘束さ
れるものではないが、副面７１、７２は板１１および１２の切断から生じる鉄および／ま
たはアルミニウム酸化物の非常に薄い層によって覆われていると考えられる。酸化物のこ
の薄層と一方の液体アルミニウムとの間の界面張力および他方の特定のギャップ３１を考
慮すると、液体が空間３１に流入することなく、板１１および１２の間の液体アルミニウ
ムのない表面はたわんで濡れ角を形成する。０．０２ｍｍの最小のギャップによってビー
ムが板１１および１２の間を通過して、副面上にあったかもしれないアルミニウムの潜在
的な痕跡を除去することが可能になる。また、以下に説明するように、この方法の一変形
例において、溶接はこのアブレーション操作の直後に行われる。距離３１が０．０２ｍｍ
未満であると、板１１および２２の２つの対向部分が、アブレーションおよび溶接操作に
よるその熱膨張のために、互いに接触し、望ましくない塑性変形をもたらす可能性がある
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。
【００６８】
　ギャップ３１は、有利には、０．０４ｍｍを超え、これはその公差が極端な精度で制御
する必要がない機械的切断法を使用することを可能にし、ひいては、生産コストを削減す
ることができる。
【００６９】
　また、上述したように、溶接用レーザービームの案内は、そのより暗い外観のために、
コーティングが周囲上で除去された板の場合より困難である。本発明者らは、０．０６ｍ
ｍより大きいギャップの幅によって、周囲のアブレーション領域に対して異なって見える
、接合面の光学的コントラストを大幅に増大させることができ、このため溶接が正中面５
１に対して適切に位置決めされることが保証されることを示した。
【００７０】
　また、本発明者らは、ギャップ３１が２ｍｍを超える場合、図３に示す実験結果が示す
ように、上で説明した機構は、もはや液体アルミニウムの流れを防止するように動作可能
ではないことを見出した。
【００７１】
　ギャップは有利に０．０２から０．２ｍｍの間であることができる。
【００７２】
　アブレーション方法について、１から２０メガワットの最大出力を有するナノ秒の１／
５０のオーダーの持続時間のパルスを供給する数百ワットの公称出力を有するＱスイッチ
型レーザーを有利に使用することができる。このタイプのレーザーは、例えば、２ｍｍ（
正中面５１に垂直な方向において）、１ｍｍ、またはこの正中面の長さの方向において１
ｍｍ未満（例えば、０．５ｍｍ）の矩形ビームの影響領域を得ることを可能にする。その
結果、ビームの変位によって、面７１および７２に沿った流れが発生することなく、面５
１の両側にアブレーション領域６１および６２を作り出することができる。
【００７３】
　アブレーション領域６１および６２の形態は、当然、以下の溶接条件、特に溶接領域の
幅に適合されるであろう。従って、以下の溶接工程の性質および出力に応じて、アブレー
ション領域６１および６２の各々の幅は０．２５から２．５ｍｍの間または、例えば、ハ
イブリッドレーザーアークまたはプラズマ溶接の場合には、０．２５から３ｍｍの間であ
ることができる。アブレーション条件はアブレーション領域６１および６２の幅の合計が
溶接領域の幅よりも大きくなるように選択されるであろう。
【００７４】
　板１１および１２が同一である場合には、アブレーション領域６１および６２の幅も同
じであることを特定することが可能である。しかし、例えば、正中面５１を基準にして横
方向におけるレーザービームの水平方向のシフトを使用して、これらのアブレーション領
域の幅が異なることを特定することも可能である。
【００７５】
　本発明によれば、アブレーションは、主面の片側のみで行うことができる。従って、図
２はこの場合を示し、そこでは同時周囲アブレーションが主面１１１および１２１の片側
でのみ行われている。
【００７６】
　しかし、板に実行される溶接時のアルミニウムの導入を可能な限り最小化するために、
面の全て、即ち、１１１、１２１、１１２、１２２についてこの同時周囲アブレーション
を好ましく実施することもできる。この目的のため、レーザー溶接によるアブレーション
の場合には、「電源スイッチ」タイプの装置を有利に使用することができ、これはビーム
の出力を分割し、１つの部分は相１１１および１２１の同時アブレーションに使用され、
残りの部分は面１１２および１２２の同時アブレーションに使用される。第１のものから
分離された第２のレーザーを使用することもできる。
【００７７】
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　この同時アブレーション操作の後、金属合金層がその周囲から除去された、溶接に適し
ている２つの板が得られる。この溶接は後に行うことができ、板を互いに対面してまたは
分離してのいずれかに保持することができる。本発明による方法は、固化流が望ましくな
い機械的な結合を作成しないように、板の間の液体アルミニウムの流れを制限することが
できるので、それらは容易に分離することができる。
【００７８】
　しかし、本発明者らはまた、インライン溶接操作を上記のように調製した板に有利に行
うことができることを見出した。副面上にアルミニウムの流れがないために、調製した板
は、ラインから板を取り除き、次いで洗浄後にそれらを再配置する必要なく、すぐに溶接
することができる。同時アブレーション操作および溶接操作の間に経過する時間の間隔は
１分未満であり、これにより面７１および７２上の酸化が最小限になり、高い生産性が実
現される。また、この時間間隔が短い場合、溶接は、溶接に適用されるエネルギー量を低
減できるように、アブレーション操作によって予熱された板に対して行われる。
【００７９】
　溶接継手に必要な厚さおよび生産性および品質条件に適した任意の連続的な溶接方法、
特に
－　レーザービーム溶接
－　電気アーク溶接、特にＴＩＧ（「タングステン不活性ガス」）法、プラズマ法、ＭＩ
Ｇ（「金属不活性ガス」）法またはＭＡＧ（「金属活性ガス」）法
－　電子ビーム溶接
を使用することもできる。
【００８０】
　レーザー溶接は、少ない割合で変化する狭い溶融領域を得ることができるこの方法に固
有の高エネルギー密度のために有利に使用することができる１つの方法である。図５に示
すように、この方法は、単独でまたは溶接棒８２と組み合わせて使用することができる。
この場合、板２５および２６の組成物の組成とは異なる溶接棒の組成のために溶融領域の
組成を変更することが可能である。そのため、レーザービームと溶接棒を組み合わせる溶
接方法は、溶接棒がレーザービームによってのみ溶融される方法、またはハイブリッドレ
ーザＴＩＧ溶接法、即ち、非溶融電極を備えたＴＩＧ溶接トーチによって供給された電気
アークと組み合わされるレーザービーム、または溶接トーチが溶融電極棒を備えたハイブ
リッドレーザＭＩＧ溶接法のいずれかを含むことができる。
【００８１】
　本発明の１つの変形例によれば、同時のアブレーションおよび溶接操作を行う装置は、
装置の単一の要素に組み合わされる。この装置は、板を基準とした相対変位の単一の速度
で駆動される。この装置では、同時アブレーションの速度は溶接速度と同じであり、それ
により生産性および効率の最適な条件の下で製造を実施することが可能になる。
【００８２】
　図４は、本発明の１つの優先的な変形例を示す。図は、アルミニウム、アルミニウム合
金またはアルミニウム系合金のプレコーティングを有する板１１および１２を示す。第１
のレーザービーム８０は、板１１の周囲領域６１および板１２の周囲領域６２の同時のア
ブレーションを行い、それによりレーザービームは板１１および１２の正中面に亘る。第
２のレーザービーム８１は板の底面に同一の操作を同時に行う。１つの変形例（図４に示
されない）では、１つのレーザービーム８０のみがアブレーションを行い、アブレーショ
ンは反対側の面上では行われない。続いて作り出される溶接領域において非常に低いアル
ミニウム含有率を達成することが必要ではない場合、この変形例が使用される。
【００８３】
　この最初のアブレーション領域から一定の距離６４において、レーザービーム９５は、
板１１および１２の溶接を行い溶接領域６３を作り出す。アブレーション装置および溶接
装置の距離は、それ自身知られた９６として模式的に表される装置を使用して一定に維持
される。板１１および１２は、９７で示す経路に沿ってこのアセンブリ９６を基準にして
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変位する。
【００８４】
　板１１および１２は、有利には、クランピング装置（図４に示されない）によってクラ
ンプされる。板はビーム８０および８１によるアブレーション操作の間クランプされる。
このクランプは、それ自体がビーム９５によって行われる溶接工程の間維持される。この
方法では、相対的な変位は板１１および１２の間では起きず、レーザービーム９５による
溶接はより高い精度で行うことができる。
【００８５】
　一方でビーム８０、８１および他方でビーム９５の影響点の間の最大距離は、特に溶接
速度に依存する。上述したように、特にビーム（８０、８１）および９５の影響の間に経
過する時間が１分未満となるように、溶接速度が決定される。装置は特に小型であるよう
に、この最大距離は、好ましくは２ｍ未満であることができる。
【００８６】
　影響のこれらの点の間の最小距離６４は０．５ｍｍに低減することができる。０．５ｍ
ｍ未満の距離では、一方でアブレーションビーム８０、８１と他方でビーム９５による溶
接時に本質的に存在する「キーホル」との間の望ましくない相互作用がもたらされる。
【００８７】
　短い距離６４は、２つのアブレーションおよび溶接ヘッド（ヘッドは、レーザービーム
が放射される装置として定義される）を単一のより小型のヘッドに組み合わせることによ
って得ることもでき、それにより後者は、例えば、アブレーションおよび溶接操作のため
に同じ焦点調節素子を用いることができる。
【００８８】
　非常に小さな距離６４によって、特に小型の装置を用いる方法を実施し、レーザー８０
、８１によって供給される熱エネルギーの特定の量が、ビーム９５によって供給される線
形溶接エネルギーに追加され、それにより方法の総エネルギー効率を増加させるように進
行することが可能になる。非常に小さな距離により、溶接ブランクの単位生産に必要なサ
イクル時間を短縮し、それにより生産性を向上させることができる。特に距離６４が６０
０ｍｍ未満またはさらに５ｍｍ未満である場合、これらの効果が得られる。
【００８９】
　図５は本発明による好ましい装置の概略図である。この装置は以下の要素を含む。
－　それ自身知られており、アルミニウムまたはアルミニウム合金またはアルミニウム系
合金でプレコートされた少なくとも１つの第１の鋼板１１および少なくとも１つの第２の
鋼板１２を供給することができる供給装置９１を有するステーションＡ。
－　それ自身も知られている、これらの板１１および１２のため位置決め装置９２を有す
るステーションＢ。板の位置決め後、それにより仮想正中面５１が画定される。
－　それ自身知られており、例えば、磁気式、機械式または油圧式のクランプ装置である
ことができる、これらの板１１および１２のためのクランプ装置９８を有するステーショ
ンＣ。
－　それ自身知られており、正中面５１を検出し、この正中面を基準にしてレーザービー
ム８０を位置決めすることができる、少なくとも１つの案内装置９４を有するステーショ
ンＤ。この装置は、例えば、光ビームによる正中面の領域の照明、および瞬間的に正中面
の位置（ｘ，ｙ）を決めることができる、反射ビーム用感光ＣＣＤまたはＣＭＯＳセンサ
を含むことができる。これにより、相対的な溶接方向の下流にあるアブレーション用レー
ザービーム８０の位置を、その位置がアブレーション領域の所望の位置と一致するように
、制御することができる。
－　正中面５１の両側の周囲領域上で溶融および気化により金属アルミニウム層を同時に
除去するためのレーザービーム８０を得ることができる少なくとも１つの供給源。上で述
べたように、第２のレーザービーム８１（図５では示されない）は反対側の面に同様の操
作を行うこともできる。
－　溶接継手を得るために、金属アルミニウム層６１、６２が除去される領域において板
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１１および１２のレーザービーム９５の溶接を得ることができる少なくとも１つの供給源
。使用されるレーザー光源は、１０μｍの波長を有するＣＯ２ガスレーザータイプのレー
ザー光源または１μｍの固体レーザー光源の中から選択することができる。典型的には３
ｍｍ未満である板の厚さを考慮すると、ＣＯ２ガスレーザーの出力は３ｋＷ以上または７
ｋＷ以上ですらあり、固体レーザーの場合、出力は２ｋＷ以上または４ｋＷ以上ですらあ
る。
【００９０】
　場合により、９５と同様のタイプの第２のレーザービームは、下部、即ち、反対側の面
に適用することができる。この配置により、溶接速度を増加させおよび／または光源９５
の単位出力を低減することができる。
【００９１】
　このビーム９５は、９４（図５に示されない場合）から分離されたそれ自身の案内装置
または装置９４のいずれかによって案内することができる。本発明者らは、この後者の解
決策が、それは溶接がアブレーションが行われた領域に正確に位置決めされること、即ち
、アブレーションおよび溶接の２つの工程が完全に調整されることを可能にするため、特
に有利であることを見出した。
【００９２】
－　場合により、アセンブリは、板２５および２６の組成とは異なる溶接棒の組成によっ
て溶融領域の組成を変更するために溶接棒装置８２を含むことができる。
【００９３】
　板１１および１２は、レーザービーム８０および９５を基準にして板の相対的変位を得
るために、ステーションＡからステーションＤに向けて移動され、レーザービーム８０お
よび９５は正中面５１を基準とした同一線上に互いから一定の距離６４で位置決めされる
。
【００９４】
　上述したように、この距離６４は０．５ｍｍから２ｍの間、好ましくは０．５ｍｍから
６００ｍｍの間または０．５ｍｍから５ｍｍの間であることが好ましい。
【００９５】
　本発明による方法によって得られる溶接ブランクは、次の特定の特徴を有する。
－　図５に示すように、ブランクの溶接は、ビーム９５による同時アブレーションを受け
たブランク１１および１２上で正中面５１に沿って一列に行われる。アブレーションはコ
ーティングの溶融および気化をもたらし、その後の固化が起きて特定の波紋を形成し、そ
の間隔はパルス持続時間およびアブレーション用ビームの進行速度の関数である。図５に
示す方法では、アブレーションは、この接合面に亘るビームを用いて行われるので、この
固化形態は、面５１の両側で同じである。図６はまた、図５に示される方法を使用して作
成された溶接継手の立面の原寸図を示す。同時アブレーションを受けた領域１３および１
４は溶接２３の両側に配置される。我々が断面５２ａに沿って互いに対向して配置される
領域２１および２２を検討する場合、我々は固化形態が同一であることを見出す。同じこ
とが他の断面５２ｂ．．．５２ｄでも当てはまる。また、溶接用レーザービーム９５が組
み立てられる２つの板に影響を与える場合、この影響は領域にわたっておき、その反射率
は面５１の両側で同じであり、それにより絶対体的に同一の深さの貫通がこの面の両側で
得られる。従って、本発明は、問題の断面５２ａ、５２ｂ．．．５２ｎにかかわらず、最
終的な溶接継手の非常に規則的な形状および溶接におけるアルミニウムの非常に均一な希
釈を得ることを可能にする。
－　他方で、従来技術では、アブレーションは、基準点として板のエッジを使用する長手
方向変位のレーザービームを用いて、一度に１つの板のみに行われたことが見られた。し
かし、板の切断操作において取られた予防措置にもかかわらず、準備されたエッジの直線
性は、理想的な直線を基準としていくらかの変動を必然的に含み、この変動は標準偏差σ

１によって定量化することができる。また、レーザービームの長手方向の変位はそれ自身
横方向におけるその位置の変動を受け、この変動はσ２によって定量化することができる
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。従って、この方法は、そのアブレーション領域の幅がアブレーション操作の長手方向の
標準偏差の変動（σ１＋σ２）を有する板を生じる。この操作の後、これらの２つの板は
互いに隣接するように配置され、次いで溶接される。その結果は、そのアブレーション領
域の幅が特定の変動を含み、この変動は２つの板の各々に関連付けられた変動の合計、即
ち、２（σ１＋σ２）である。
－　比較の目的のために、本発明による方法では、アブレーションは、単一基準面、即ち
、正中面５１を用いて行われ、アブレーション操作は、長手方向のアブレーションによる
領域の全体の幅の変動が（σ１＋σ２）、即ち、従来技術に比べて２分の１の減少、に等
しくなるように単一の工程で実施される。溶接継手に沿った異なる位置で行われた総アブ
レーション領域の幅の測定は、幅が１０％未満しか変化しないことを示す。
【００９６】
　要約すると、図７ａおよびｂは、金属コーティングでプレコートされた溶接ブランクの
製造のための従来の方法の工程と本発明による方法との比較を示す。
【００９７】
　従来の方法（図７ａ）の場合には、金属プレコーティングのアブレーションは各板の周
囲で行われ、この操作は各板に対し個別に実施される（工程Ａ１）。次に（工程Ａ２）、
工程Ａ１から生じた切断エッジ上を流れるプレコーティングが除去される。板の中間貯蔵
（工程Ａ３）後、板は溶接によるそれらの組み立てのために位置決めされる（工程Ａ４）
。この位置決めの後、周囲のアブレーション領域における固化構造の間には対称性がなく
、これによりこれらの構造は板の正中合わせ面を基準としてランダムに位置決めされる。
次いで、板が溶接される（工程Ａ５）。
【００９８】
　本発明による方法の場合（図７ｂ）、端から端まで配置された板の周囲上の金属プレコ
ーティングは板の間の特定のギャップを維持して同時に除去される（工程Ｂ１）。この操
作は、固化構造が中央位置決め面の両側で同じであり、対称的である状況を作り出す。次
いで、中間工程なしに、このようにして調製された板が直ちに組み立てられる（工程Ｂ２
）。
【００９９】
　従って、従来の方法に従っておよび本発明に従って構成された溶接継手は、溶接によっ
て作り出された溶融金属の直近における固化領域の形態学的特性の点で異なることが明ら
かである。
【０１００】
　非限定的な実施例により、以下の実施形態は本発明によって得られる利点を説明する。
【実施例】
【０１０１】
　以下の重量組成、０．２３％のＣ、１．１９％のＭｎ、０．０１４％のＰ、０．００１
％のＳ、０．２７％のＳｉ、０．０２８％のＡｌ、０．０３４％のＴｉ、０．００３％の
Ｂおよび０．１８％のＣｒ、鉄と処理から生じる不純物で構成された残部を有する、厚さ
１．２ｍｍの鋼板を調達する。これらのブランクは、それぞれの面に厚さ３０μｍのプレ
コーティングを含む。このプレコーティングは５０重量％のアルミニウム、４０重量％の
鉄および１０重量％のケイ素を含有する、鋼基材と接触する厚さ５μｍの金属間層から構
成される。この金属間合金層は、鋼基材とアルミニウム合金浴との間の反応から生じる。
【０１０２】
　金属間層は、重量で、９％のケイ素、３％の鉄、ならびにアルミニウムおよび不可避的
不純物からなる残部を含有する厚さ２５μｍの金属層で覆われる。
【０１０３】
　これらの板の寸法は４００ｍｍ×８００ｍｍである。溶接は、エッジ上４００ｍｍの長
さで行われる。
【０１０４】
　それらの対向するエッジの間のギャップが０．１ｍｍであるように、これらの板の２つ
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が位置決めされる。次いで、これらの板の周囲の金属層を、８００Ｗの平均出力を有する
パルスレーザーを用いて除去する。
【０１０５】
　このアブレーションは、板の反対側の面のそれぞれに２つのビームによって同時に行わ
れる。板は、一定の速度Ｖ＝６ｍ／分でビームを基準として動いて配置される。各ビーム
は、２ｍｍ×０．５ｍｍの矩形の焦点を得るために焦点調節され、２ｍｍの距離が２つの
板の正中面を基準として横方向に延びる。この方法では、２つの板を同時に作成し、その
周囲から板の各々上において実質的に１ｍｍの幅にわたって金属層を除去する。このアブ
レーション操作は、ｘ０として特定される位置における、２つのパルスアブレーション用
レーザービームを基準として直ぐ上流に位置する、２つの板の間の正中面の位置を検出す
るセンサによって案内される。アブレーション用ビームから約１００ｍｍの距離ｄ１にセ
ンサを配置する。センサのレベルでは、正中面の位置の座標（ｘ０，ｙ０）を、コンピュ
ータ手段によって時点ｔ０で記録する。板は速度ｖで移動しているので、この平面の位置
は、以下の時点
【０１０６】
【数１】

では、パルスアブレーション用ビームのレベルに達する。レーザービームの案内装置の為
に、時点ｔ１で起こる板上のレーザービームの影響の正確な位置を、それが正中面の位置
に基づいて画定されたアブレーション領域に正確に対応するように適合させる。
【０１０７】
　アブレーション後、パルスレーザービームから２００ｍｍの一定距離ｄ２に位置するレ
ーザービームにより、これらの板の間に溶接継手を作り出すことができる。溶接は、脱炭
、酸化および水素吸収現象を防止するために、ヘリウムの保護の下で、０．６ｋＪ／ｃｍ
の線形出力を用いて行われる。アブレーション操作と溶接の間に経過する時間の長さは２
秒である。
【０１０８】
　溶接用レーザービームを再びアブレーション操作の上流に位置するセンサを使用してこ
こに案内する。時点ｔ０で記録された正中面の位置は、以下の時点
【０１０９】

【数２】

には溶接用レーザービームのレベルに到達する。次いで、溶接用レーザービームの影響の
正確な位置をレーザービームの光学案内装置を使用して調整し、それによりそれは以前に
画定された正中面の位置で中心に置かれる。
【０１１０】
　図６ａは得られたレーザー溶接継手の立面図を示す原寸図であり、そこでは溶接２３は
アブレーションが同時に行われた２つの領域１３および１４によって囲まれている。総ア
ブレーション幅２４は１．９２ｍｍの平均であり、溶接ブランクの長さにわたって１０％
未満だけ変化する。
【０１１１】
　図６ｂおよび６ｃは、溶接継手に対して横方向の断面５２ａの両側に対称的に配置され
た領域２１および２２の表面の拡大図である。これらの領域２１および２２の固化シワは
溶接継手の両側で同じであり、連続的な性質を有することが見出された。
【０１１２】
　また、このように作成された溶接領域のアルミニウム含有率を分析するために、キャス
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タンマイクロプローブを使用した。アルミニウム含有率は０．３％未満のままであり、こ
れは副面上のアルミニウムの量が、アブレーション工程後、溶接前に、実質的にゼロであ
ることを明らかに示す。
【０１１３】
　次いで、本発明の条件で組み立てられた溶接ブランクを９００℃の温度に炉内で加熱し
、この温度で維持し、それによる炉内の総保持時間は６分であった。加熱されたブランク
をその後ホットスタンピングし、部品を形成し、鋼の臨界的なマルテンサイトの焼戻し速
度よりも速い速度で部品を冷却するためにスタンピングプレス工具で部品を保持した。
【０１１４】
　その結果、ホットスタンピングされた要素上の溶接領域は、いかなる脆性のＦｅ－Ａｌ
系金属間化合物も含有せず、溶融領域の硬さが母材金属の硬さと実質的に同一であること
が見出された。
【０１１５】
　従って、本発明は、溶接継手を有するアルミニウムめっき板から自動車産業用の構造お
よび安全部品を経済的に製造することができる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６ａ】

【図６ｂ】

【図６ｃ】 【図７ａ】
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